
 

 

市民活動促進条例の対象範囲 

 

 
 

 

■ 市民活動促進条例の狙い 

① 社会的課題の解決に取り組む市民活動への市民の参加を促進する。 

 個人がボランティアをしやすい環境づくり、ボランティアの養成など 

② 社会的課題の解決に取り組むＮＰＯの活発化、発展を促進する。 

 情報の収集・提供、活動や組織運営相談、活動助成制度、活動拠点の提供など 

③ 社会的課題の解決に向けたＮＰＯと行政の協働を促進する。 

 協働事業提案制度の整備、相互理解の促進など 
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